
　誰しも病気やけがなど、もしものことが起こる可能性があります。あなたが望む医療やケアについて前もっ
て考え、自分の関係する人と繰り返し話し合い、共有する取り組みのことを、「人生会議（ACP：アドバンス・
ケア・プランニング）」と呼びます。年齢は関係ありません。あなたも身近な人と人生会議をしてみませんか？

自らが望む、人生の最終段階の医療・ケアについて話し合ってみませんか。

また、電話やインターネットによる相談も行っていますので、ぜひご利用ください。

「人生会議」してみませんか？

11月30日は人生会議の日11月30日は人生会議の日

人権相談の窓口人権相談の窓口人権相談の窓口

問い合わせ先：
地域包括支援センター　☎25-7575

問い合わせ先：窓口税務課  窓口係　☎66-2405

新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、予約制で実施します。
相談を希望される方は、相談日の前日までにお申し込みください。

【相談日】 12月6日（火） 
令和5年 2月20日（月）

【時　間】 午後1時から午後4時
※相談時間はこの時間の中で 30分程度です。

【場　所】 サンライフさかほぎ
※相談は無料で秘密は固く守られます。お気軽にご相談くだ
さい。なお、新型コロナウイルス感染症の状況により、中止
になる場合があります。ご理解とご協力をお願いします。

みんなの人権110番
☎ 0570-003-110

女性の人権ホットライン
☎ 0570-070 - 810

子どもの人権110番
☎ 0120-007-110

インターネット人権相談
https://www. jinken.go.jp/

★さまざまな人権問題の電話による相談 ★セクハラ・家庭内暴力など女性の人権問題

★いじめ・虐待など子どもの人権問題 ★さまざまな人権問題のインターネットによる相談

人権イメージキャラクター
人KENまもるくん

人権イメージキャラクター
人KENあゆみちゃん

　加茂地域包括ケアネットワーク推進協議会
（かも丸ネット）では、美濃加茂市、加茂郡内
の医療・介護・福祉に係わる専門職が連携
を深め、住民の方々が安心して住み慣れた
地域で生活できるよう、活動しています。
　加茂地域の各地域包括支援センターでは、
携帯用意思表示カード「わたしのきもち」を
配布しています。
　ぜひ、人生会議のきっかけにご活用くだ
さい。

セクハラやパワハラ、家庭内暴力、体罰やいじめ、インターネットでの
誹謗中傷、差別など、「自分の悩みは人権侵害かも？」と思ったら、

一人で悩まず、気軽にご相談ください。
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